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食品の営業に関する規制 ～食品衛生法～

「食品等事業者」とは、

継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人（法人）

公衆衛生に与える影響が著しい営業の施設には、県が必要な基準

を定める

→ 飲食店営業ほか34業種について、基準に適合した施設で許可

する

「営業」とは、

業として食品等を製造・加工・調理・販売等すること。

「業として」とは、

同種の行為を反復継続して行うこと。

「業として」行う行為は、必ずしも営利を目的とする必要はなく、

非営利の場合もある。

不特定若しくは多数の者に反復継続して食事を提供する施設につ
いては、「飲食店営業」の許可が必要

徳島県における保健所への相談事案
・食事の提供は、不特定若しくは多数に反復継続する
→ 営業許可の対象

◆国の動向

食品衛生法の改正(H30.6.13公布）
営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
（公布から3年以内の施行）
→ 「子ども食堂」も検討されている。
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〇 他県の事例紹介 （衛生部局への紹介結果）

【 岡山県 ・ 高知県 】
「福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針」
対象の定義付けと衛生管理事項の明記 → 許可及び届出不要としている
・社会福祉協議会等の主導で衛生管理の講習会を開催
・県食品衛生担当部局は、施設について把握していない。

【 滋賀県 】
食品衛生法の営業許可の考え方に沿って、許可の必要又は不要を判断
→ 徳島県と同様



福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針

１ 目的
この指針は、市町村等が福祉目的の事業の中で行う食事提供行為（いわゆる集団給食

として行われる行為を除く。）における食品の安全を確保することを目的に、食事提供
行為の実施者（以下「実施者」という。）が講ずべき衛生管理体制の確立と衛生管理に
関する事項について示したものである。

２ 対象
この指針の対象となる食事提供行為とは、福祉目的の事業の中で、実費（調理コスト

を含む）以外の対価を徴収せず、かつ食事の受給対象者を特定して行うものであって、
おおむね次のようなものを指す。

（１）厚生労働省所管の地域支援事業交付金事業、県補助事業及び単独事業として市町村
が実施する高齢者等への配食サービス事業

（２）市町村、介護サービス施設・事業所、ボランティア団体等が設置する認知症カフェ
等において実施するもの

（３）市町村社会福祉協議会が、地域の高齢者等を対象に実施するもの
（４）社会福祉施設等において、当該事業者が利用者を対象に、いわゆる集団給食に該当

しない範囲で実施するもの
（５）社会福祉施設等において、当該事業者が調理場所を活用して、地域の高齢者等を対

象に実施するもの
（６）ボランティア団体等が、公共施設等の調理場所を活用して、地域の高齢者その他要

支援者を対象に実施するもの 例）高齢者向け会食・配食、こども食堂

３ 営業許可について
この指針の対象である食事提供行為については、食品衛生法第４条第７号の営業に該

当しないため、同法の営業許可の対象としない。ただし、飲食店等営業者が、自ら調理
する又は調理行為を受託する場合は、営業に該当するため営業許可が必要である。

４ 衛生管理体制の確立
（１）実施者は、食事提供行為における食品の安全確保を図るため、衛生管理体制を構築

すること。
（２）実施者は、従事者に対して衛生管理に必要な教育を実施すること。
（３）実施者は、食中毒等事故が発生した場合に備え、迅速な対応が可能な体制を整備す

ること。
（４）実施者は、調理部門及び配達部門を高齢者福祉施設や飲食店等営業者に委託する場

合は、調製能力、衛生管理状況の他、必要に応じ、営業許可の有無について、事前に
確認し選定すること。

（５）実施者は、保健所と連携し、食品衛生に関する指導･助言を得るよう努めること。

５ 衛生管理
事業内容が小規模であることなどを勘案し、実施者が講ずべき衛生管理事項は、別紙

のとおりとする。

附則
この指針は、平成２８年４月１日から施行する。



高知県福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針

１ 目的

この指針は、市町村等が福祉目的の事業の中で行う食事提供行為（いわゆる集団給食

として行われる行為を除く。）における食品の安全を確保することを目的に、食事提供

行為の実施者（以下「実施者」という。）が講ずべき衛生管理体制及び衛生管理に関す

る事項について示したものである。

２ 対象

この指針の対象となる食事提供行為とは、営業行為として実施されるものを除き、福

祉目的の事業の中で、実費（食材費及び光熱費を含む。）以外の対価を徴収せず、かつ

食事の提供対象者を特定して行うものであって、おおむね次に掲げるものをいう。

(１) 地方公共団体、社会福祉協議会、NPO法人、ボランティア団体等が、公共施設等の

調理場を活用して、地域の子ども、高齢者その他要支援者を対象に実施するもの（厚

生労働省所管の地域支援事業交付金事業、県補助事業及び単独事業として市町村が直

接又は市町村社会福祉協議会に事業を委託し、若しくは補助して実施するものを含む。

ただし、高知市内で実施するものを除く。）

例）子ども食堂、高齢者向け会食・配食サービス、認知症カフェ

(２) (１)に掲げるもののほか、ボランティア行為であって、知事が認めるもの。

３ 営業許可

この指針の対象である食事提供行為については、食品衛生法（昭和22年法律第233号）

第４条第７号の営業に該当しないため、同法の営業許可の対象にはならない。ただし、

飲食店等営業者が、当該福祉目的の事業以外に同施設で営業行為を行う場合は営業許可

が必要となる。

４ 衛生管理体制の確立

実施者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(１) 食事提供行為における食品の安全確保を図るため、衛生管理体制を構築すること。

(２) 従事者に対して衛生管理に必要な教育を実施すること。

(３) 食中毒等事故が発生した場合に備え、迅速な対応が可能な体制を整備すること。

(４) 調理部門を委託する場合は、委託先について調製能力、衛生管理状況のほか、必

要に応じて営業許可の有無について、事前に確認し選定すること。

(５) 保健所と連携し、食品衛生に関する指導･助言を得るよう努めること。

５ 衛生管理等

衛生管理は、「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月24日付け衛食第85号

厚生省通知）」又は「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について（平成９年６

月30日付け衛食第201号厚生省通知）」に基づく管理を基本とするが、事業規模が小規模

な場合等を勘案し、実施者が必要最低限講ずべき衛生管理事項は、別紙のとおりとする。

附則

この指針は、平成 29 年 12 月 14 日から施行する。


